
令和５年度 集団指導で寄せられた主な質問，要望
質問，要望 柏市の回答

1 現地もしくは動画またはリアルタイム配信でやってほしい。 次年度以降検討します。

2 資料について，前年度からの変更点がわかるようにしてほしい。 次年度以降検討します。

3 資料がわかりにくい，量が多い，図や絵をつけてほしい 次年度以降検討します。

4

事例集（受給者証と照らし合わせたケースごと加算の有無、請求の可否

などがたくさん載っているもの，虐待対応，障害種別の事故報告の傾向

や対策，指導監査課に寄せられる質問をまとめたQ&A）

次年度以降検討します。

5 資料が事業ごとに分かれているとよりわかりやすい。 次年度以降検討します。

6 実地指導のポイント，過去の指導事例 次年度以降検討します。

7 加算のポイント，具体例，請求に当たっての留意事項 次年度以降検討します。

8 苦情対応のポイント（特に精神疾患患者への対応） 次年度以降検討します。

9 外国人スタッフ向けの資料 次年度以降検討します。

10 アンケートの質問項目をもっと増やしてほしい 次年度以降検討します。

11 目次をつけてほしい 次年度以降検討します。

12 資料のパワーポイントで文字色と背景が同色で見づらい箇所がある。 次年度以降検討します。

13

集団指導は年に何回開催されるのか。出席必須となっていますが、やむ

を得ない事情があって参加できない場合、実地指導対象になるのでしょ

うか。また、その場合管理者及び児童発達支援管理責任者等ではなくて

も、代理出席は認められるのでしょうか。

集団指導は原則年に１度の実施となっておりま

す。

なお，参加されなかった場合，実地指導の対象

となることがあります。

代理出席の可否についてはご相談ください。

14 資料について背面の柄は必要なく無地でお願いしたい。 次年度以降検討します。

1
身体拘束・虐待防止，虐待防止委員会の運営について，虐待研修をやっ

てほしい，サポートチームにアドバイスをもらいたい
次年度以降検討します。

2 BCP策定のポイント，実際の事例など 次年度以降検討します。

3 災害時や緊急時の対応について 次年度以降検討します。

4 感染症対策のポイント，義務化される項目 次年度以降検討します。

5

・昨年度より義務化されている虐待等防止委員会について。委員会での

検討結果を従業員へ周知徹底する にあたり、その周知徹底の方法につ

いて柏市では定められた方法等はございますか。弊事業所では従業員が

１名のため、現時点では私が委員会や研修に出席し記録を残す、で対応

ができますが、今後従業員が増えた場合、委員会に出席していない従業

員へ周知徹底する方法として「口頭で伝えた」のみではなく、どこにど

のような記録等を残せばよいのか（柏市で指定があるのか）お伺いした

く思い質問致しました。

・地域支援拠点などで合同で実施したりできる体制があれば良いと思い

ました。

・記録については，「いつ，どこで，だれが，

何を伝えたか」についてご説明いただけるよう

に資料を残しておいていただければと存じま

す。

・同一法人内の他の事業所と合同で行っていた

だくことは差し支えありません。他法人の事業

所と合同で行うことはプライバシー保護の観点

から基本的に想定しておりません。

6

私共は介護事業等も展開しており、虐待防止や身体拘束に関わる定期的

な研修を合同で行っております。障害独自でなくても問題ありません

か？

合同で行っていただいても問題ありません。障

害者の特性にも考慮された内容としていただき

ますようお願いします。

7
サービス管理責任者等研修制度の研修体系の変更点を確認できれば嬉し

いです。

研修制度の見直しについては注視しているとこ

ろであり，変更があれば，その際改めて周知さ

せていただきます。

◆１．集団指導について

◆２．制度改正について



8

重心がほぼの訪問なので拘束はないが、寝ている時のベット柵に関して

は、転落防止なので、報告義務化するのは、グループホームや入所施設

にはかなりの負担になってしまうにではないか。

運営基準では「身体拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事

項を記録すること。」となっております。

この規定は，「心身の状況の変化があったと

き」「緊急やむを得ない理由が発生したとき」

を想定しての規定であると考えます。

お尋ねのケースですと，ベッド柵の利用開始時

に利用者（保護者）の同意が取れていれば，状

態像の変化等がない限り記録を毎日とる等の対

応は必要はないと考えます。

なお，緊急的・一時的に拘束を行う場合は適宜

記録を残してください。

1

柏市内で障害者差別禁止の推進をどのように行うか、理念だけでなく具

体的な方策を。例えば、精神障害者がアパートを借りられないことな

ど。

障害者虐待の内容として、親が本人の意思を無視して⾧く手元に置こう

としている場合の介入の仕方を検討したい。

日々の相談では千葉県の障害者差別に関する相

談を担う広域専門指導員と連携を図りながら対

応をしており，精神障害をお持ちの方の賃貸に

関する相談についても対応をしています。精神

障害者の差別解消については，障害者差別解消

法の普及啓発と同時に精神障害についての普及

啓発が重要と考えています。今後は柏市精神障

害にも対応した地域包括ケアシステム推進事業

と連携した対策を検討してまいります。

障害者虐待の内容については，様々なケースが

ありますが，介入等の一連の支援の在り方につ

いて事例検討を行う場が出来るよう検討してま

いります。

◆３．柏市または国の方針



2 柏市が力を入れたい事業や独自の取り組みについて

本市における重点的な取組については，ノーマ

ライゼーションかしわプランに位置づけて推進

を図っています。現行プランの期間が令和５年

度までとなっていることから，次期プラン策定

に向けて，現在は詳細の検討を行っているとこ

ろです。国の動向を踏まえても，次期プランに

おいては，地域生活における支援が重要になっ

てくると考えています。具体の事業における方

針等が固まってきましたら，貴事業所を始め，

事業者の皆様にご協力いただきながら推進して

まいりたいと思いますので，引き続きご協力お

願いいたします。

3
今後値上がりが多くなり、ご利用者、職員共に生活状況が厳しくなって

きているのでそれに対しての対策を考えがあるのか伺いたいです。

今年度は４月から９月までの食材費高騰分を見

込んで市内障害福祉サービス事業所を対象に助

成を行っています。社会情勢や国等の動向を踏

まえながら，今後の対応を考えてまいります。

4

医療ケアに関して、ヘルパーが出来るようになるまでの過程が複雑すぎ

て積極的に行おうと思わないです。

医療ケアが必要な方が増えてきているのに対して、ヘルパーが対応でき

るようになるまで無駄が多いです。

例えば、実務者研修において吸引研修するもののその研修は無意味で別

の研修を受けなくてはならないとかです。

現状の流れ、今後の国の方針などを知りたいです。

現状の流れとしては，社会福祉士及び介護福祉

士法において喀痰吸引等業務の制度が定められ

ているため，国の法律に基づいて実施されるも

のと考えます。

なお，現在，制度変更について示されているも

のはありません。今後の国の動向を注視してま

いります。

5
就労準備型放課後等デイサービスとして、特化したサービスを行ってい

るが、これからどのようなことが求められているか。

就労分野においては，働く上で必要な基本的な

ビジネスマナーの修得やＰＣスキル等が求めら

れていると考えています。

6
障害での同行支援や移動支援について、柏市独自の設定が有るのか確認

していきたい
特にありません。

7
「障害者虐待防止法について」の中の「障害者虐待防止サポートチーム

事業」について、今年度のモデル的実施の活動内容について知りたい。

柏市障害者虐待防止サポートチーム事業のモデ

ル試行について，現在複数の事業所から打診を

頂いているところです。この事業では，各事業

所が取り組む障害者虐待防止対策への法的な部

分を含めたアドバイスや検討，また，研修の在

り方や一緒に研修を行うこともを想定しており

ます。

今年度数箇所の事業所へモデル的に施行，検証

した上で，令和６年度本格稼働を目指していま

す。



1
柏市の障害者権利擁護研修会の日数を増やしていただき、午前中と午後

共の両方に開催して頂ければと希望いたします。
頂いた意見を参考に検討してまいります。

2
他害が出てしまった場面での具体的な対応や、効果的な支援等の研修が

あると嬉しいです。
頂いた意見を参考に検討してまいります。

1

車の使用は施設全体での使用になり必ずしも安全装置が設置できる状況

にない。全車両（７台）に設置することは出来ない場合、設置されてい

ない車を使用する場合（利用人数により車両の変更をするため）もある

が目視・指差し・呼名での確認でもよろしいか。

・送迎以外のとき

所在の確認が確実に行えれば，点呼等の方法に

よることとしてもかまいません。

・送迎のとき

原則ブザー等の見落とし防止装置が必要となり

ます。（２列シートの自動車やそれと同程度に

見落としの恐れが少ないものを除く。）

安全装置の設置費用の補助金については障害福

祉課企画総務担当（施設管理・就労支援班）に

ご相談ください。

2

児童施設において通所用の自動車を運行する場合の、ブザーその他の車

内の児童の見落としを防止する装置について、どのようなものがあるの

か知りたい。また、市からそういった装置の配布があるとありがたい。

市として，送迎用の車両に安全装置設置に要す

る経費の補助を行っており，装置の配布は今の

ところ予定しておりません。また，装置の種類

なども市は把握しておりませんので，直接販売

店等にご相談ください。

1

以前（令和5年3月8日付けの添付ファイルにて）、営業日が週7日の事業

所において、常勤職員の配置について回答をいただきましたが、管理者

と兼務している常勤の児童指導員（又は保育士）の場合でも、人員基準

である児童指導員・1人以上常勤に含まれますでしょうか。（営業日が

週7日で、管理者が児童指導員と兼務している場合の人員基準を教えて

いただきたいです。）

含むことができます。

2
算定人数について、指導監査課に申請の必要はありませんか。事業所内

に計算シートなどで保存しておけばいいでしょうか。

夜間支援体制加算については，前年度の利用者

平均数を算出する必要があります。

また夜間支援員一人当たりの利用者数によって

も単価が変動します。

必要に応じて市へ届出をお願いします。

3
週4日で開所しています。児童指導員等加配加算と専門的支援加算を取

るときに32時間で常勤換算1となるでしょうか。

勤務時間が事業所で定める勤務すべき時間数に

達していれば常勤換算で１人となります。（た

だし下限は３２時間です）

4

相談支援のモニタリングについて、３年間の電話対応期間で保護者の訪

問への拒否感が強くなっている。訪問が必要かどうかの判断をすること

で、必要な支援に時間を使うことができると思うので検討して頂きた

い。

計画相談支援については必ずしも自宅である必

要はありません。

（障害児相談支援は，運営基準上自宅と規定さ

れています。）

◆６．個別の質問

◆４．研修

◆５．送迎バスの安全装置

◇６−１．指導監査課



5
今回の資料をもとにした規約やマニュアルの修正などを、市役所の方に

確認してもらえる機会があると大変助かります。
ご要望に応じて検討いたします。

6

共同生活援助 夜間支援体制加算について質問です。

定員5名の住居です。前年実績により夜間支援対象人数は3名です。その

事業所が、1室追加（定員5名＋1名＝計6名）したことによる夜間支援対

象人数は、

①夜間支援対象者数3名＋追加定員1名×0.9＝3.9≒4名  ②定員6名×

0.9=5.4≒5名

①と②、どちらが正しいでしょうか。

①となります。

7
現在、日報や記録等は紙面で保管しておりますが、管理はパソコン上で

のデータ管理のみにすることは可能でしょうか？

日報等のサインや押印を必要としない書類につ

いては電子データで管理していただいて差し支

えありません。

8

グループホームや障害児通所事業など近年増加傾向にあるサービスにつ

いて、指定基準は遵守しているが、サービスの資質については不十分と

思われる事業所も目につきます。サービス管理責任者の責務などについ

ての指導があると良いと思う。

実地指導等において，サービス管理責任者が果

たすべき職務について指摘・助言を行ってまい

ります。

9

１日の定員オーバーについて、やむを得ない理由にて定員オーバーをし

てしまう際、その理由を書面にて記載したものが必要なのかどうかを知

りたいです。

必要です。なお，やむを得ない事情に該当する

かは市にご相談ください。

10

前年度1年間の延べ利用者数より、実際入居している人数が多くなった

場合も、同じ方法で請求して良いのでしょうか。たとえば、今年度の利

用者定員が4名、前年度1年間の延べ利用者数を開所日で割った数が例え

ば3名であった場合、今年度満室になって4名になっても、3名分の算定

で4名分請求して良いことになりますか。

利用者数は，原則，前年度の平均数によりま

す。報酬告示をご確認ください。

11
児童発達センターとしての機能が具体的に記載されている資料などを確

認したいです。

厚労省，こども家庭庁からも機能を明確にされ

ておりません。現在，検討されていると思われ

ます。詳細についてはこども家庭庁にご確認く

ださい。

12

移動支援の請求に関して、変更後まだ対応できておりません。以前送ら

れてきた書類を確認した時、まったくわからず放置してしまっておりま

す。まずは何をすればいいか教えて頂けると幸いでございます。

①国保連から届いている通知を確認し，「地域

生活支援事業 電子請求受付システム」にログ

インの上，請求明細を作成し，国保連請求を

行ってください。

②また，ちば電子申請サービスの登録を行い，

ちば電子申請サービスを利用して，実績記録票

を提出してください。

◇６−２．請求班



13 請求誤りによる返戻の取り下げ連絡はいつまでにすればいいのか？

請求の取り下げ方法については，請求が確定す

る前に取り下げる「①返戻」と請求が確定した

後に取り下げる「②過誤申立」がございます。

「①返戻」については，請求月の２０日頃を目

安に障害福祉課請求班宛てに電話連絡をお願い

します。「②過誤申立」については，柏市ＨＰ

の過誤申立のエクセル様式に入力の上で印刷

し，再請求を行う月の前月末日までにご持参又

はご郵送（必着）をお願いします。

14 障害者と認定されるための定義、利用できるサービスの具体例

【身体障害者手帳】

障害認定の対象となる障害は，法別表に規定す

る「永続する」障害とする。

【利用できるサービスの具体例】（各サービス

毎に所得や年齢，障害程度等により制限がある

場合があります。）

・鉄道運賃，タクシー運賃，バス運賃，有料道

路通行料金等の割引

・税の減免，控除（所得税，住民税，自動車税

等）

・NHK放送受信料の減免

・補装具費の支給

・日常生活用具の支給

・障害福祉サービスの利用

・福祉手当

・重度心身障害者医療費

・福祉タクシー又は自動車燃料費

15 成年後見制度について説明してほしい

現在柏市では，柏市社会福祉協議会かしわ福祉

権利擁護センターに対し，成年後見中核機関を

委託しております。中核機関では地域の皆様か

らの要望に応じて成年後見について普及啓発を

行っていますので，ご相談いただければと思い

ます。また，障害分野の成年後見一次相談窓口

を市内の委託相談支援事業所５箇所で対応して

いますので，是非ご活用ください。

16
ご利用者様からの他害行為にどのような対応が必要か・適切な対応の仕

方を学びたいです。

利用者への対応方法や支援の在り方について

は，事例検討の場を設けられるよう検討してま

いります。

◇６−４．権利擁護担当

◇６−３．手帳・給付担当



17

移動支援について、習い事については、どこまで認められるか。日中一

時支援や地域活動支援センターに行かれるために移動支援を使うことは

可能か。

認められていません。

18

放課後等デイサービスの定員超過の際のやむを得ない事情の中に、兄弟

の学校行事も含めていただくことを検討していただきたいです。理由と

しては健常児の兄弟の運動会や授業参観に障害児を連れていけず、両親

のどちらかが参加したくても参加できない、または片親であれば参加自

体ができないケースがあります。障害児はもちろん兄弟の情緒の安定の

ためにも最低でも小学生のうちは参加できる仕組みを作っていただける

と、総合的な障害児支援に繋がると思われます。特に運動会は同じ日に

多くの学校が行うことがあるので、定員超過を理由に断るケースが多い

のでご検討をお願いいたします。

障害児通所支援事業所における定員超過は，虐

待等のやむを得ない事情を抱えた場合のみ認め

ることとしています。対象児童の状態像並びに

家庭状況，当課や児童相談所，こども支援室等

による支援状況を確認させていただき，定員超

過せざるを得ない状況なのかどうかを個別判断

させていただきます。

19
就学相談にてどのような相談事が多く、どのような内容を保護者と相談

しているのか等を事業所向けに提示してほしい。

児童生徒課で実施している内容のためこちらで

は回答不可です。

20

児童デイサービスにおいて定員越えの臨時の受入れについて、そのよう

なことが起きる場合はたいてい早急な対応を求められるもので、その都

度市役所に確認することは難しいと思う。またデイサービスにおいても

１日の定員超過の恐れがあるため、ご本人の障害特性から毎日通うこと

ができない方を受けることは難しくなっている。より柔軟な対応をお願

いしたい。

早急な対応を求められる場合については災害の

発生時や虐待がある場合を想定しております。

よって速やかに市の関係機関に連絡することが

望ましいと考えます。障害の特性や病状等のた

め欠席しがちで，定期的な利用を見込むことが

難しい障害児に継続した支援を行う必要がある

場合は，「やむをえない事情」があるものとし

て差し支えありません。また利用人数が恒常的

に利用定員を超えている状態でなければ，速や

かに是正を図る必要はありません。【令和３年

度報酬に関するＱ＆Ａ問２８ア）】より令和３

年５月７日事務連絡

21

受給者証が利用者の手元に着くのが遅いため、暫定でサービス提供をし

てしまっている場合がある。（暫定でのサービスはしない方がいいの

か？）更新の手続きについては、利用者が行うべきとは思うが、利用者

が怠慢だったり、忘れていたりした場合、注意喚起はどのようになって

いるのか？介護保険と併用しているのでケアマネがついているが、ケア

マネに確認することでいいのか？

・新規の場合は，受給者証を確認した上でサー

ビス契約，利用開始されることが基本と考えま

す。

・更新については，利用者が申請をされるもの

でありますが，当該月に申請が無かったケース

について，地区担当ケースワーカーが，状況の

確認を行っているケースもあります。しかし，

連絡が取りにくいケース等，確認ができていな

いケースもあるため，事業所様においては，ま

ず一次的に，利用者本人に更新手続きが終了し

たかをご確認していただけると良いかと考えま

す。

◇６−５．福祉サービス班



22

受給者証の期限が終了する予定の親御様で更新手続きが終了していない

親御様への連絡は、行政からはないのでしょうか？

事業所から声かけを行なってはいますが、市からの申請書を無くした

り、理解の難しい親御様もいらっしゃいます。

・毎月，受給者証の期限終了の前月10日を目

途に，更新の案内を対象者全員に送付しており

ます。なお，セルフプランの方は終了月の10

日，計画相談・障害児相談支援の方は終了月の

15日を基本的な提出期限としています。月内

に申請が無かったケースで，利用実績があった

方については，保護者や相談員に連絡を取る等

して申請を勧奨しておりますが，上の21にも

回答した通り，連絡がとりにくいケース等もあ

るため，全件の勧奨は困難な状況です。事業所

様からもお声掛け頂いていることは理解してお

り，大変お手数をおかけしますが，ご協力をお

願いいたします。なお，申請書を紛失した場合

は，御連絡いただければ，再度の送付も可能で

す。


